
平
成
三
十
一
年
二
月
十
八
日
提
出

質

問

第

五

一

号

「
安
倍
総
理
大
臣
が
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
を
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
に
推
薦
し
た
」
と
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
が
記
者

会
見
で
述
べ
た
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

櫻

井

周
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「
安
倍
総
理
大
臣
が
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
を
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
に
推
薦
し
た
」
と
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
が
記
者

会
見
で
述
べ
た
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
安
倍
総
理
大
臣
が
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
を
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
に
推
薦
し
た
」
と
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
が
記
者
会
見
で
述
べ

た
こ
と
に
関
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
は
、
二
月
十
五
日
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
行
っ
た
会
見
に
お
い
て
、
「
日
本
の
安
倍
総
理
が
私
に
最
も

美
し
い
手
紙
の
コ
ピ
ー
を
く
れ
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
選
考
者
に
送
っ
た
手
紙
の
コ
ピ
ー
だ
。
私
は
彼
か
ら

『
日
本
を
代
表
し
て
、
謹
ん
で
、
あ
な
た
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
贈
る
よ
う
推
薦
し
た
』
と
伝
え
ら
れ
た
の
で
、
私
は
『
あ

り
が
と
う
』
と
伝
え
た
」
と
述
べ
た
が
、
こ
の
内
容
は
事
実
で
あ
る
か
。

二

安
倍
総
理
大
臣
は
、
二
月
十
八
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
ノ
ー
ベ
ル
委
員
会
が
五
十
年
間
、
候
補
者
と
推
薦

者
を
非
公
表
に
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
を
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
に
推
薦
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
の
答
弁

を
拒
否
し
た
。
一
方
で
、
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
に
よ
れ
ば
、
安
倍
総
理
大
臣
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
選
考
者
に
送
っ
た
手
紙
の
コ

ピ
ー
を
送
付
し
た
と
の
こ
と
。
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
に
は
そ
の
手
紙
の
コ
ピ
ー
を
見
せ
ら
れ
る
の
に
、
日
本
国
民
に
は
そ
の

手
紙
の
コ
ピ
ー
を
見
せ
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

一



三

過
去
に
、
日
本
の
総
理
大
臣
が
他
国
の
元
首
を
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
に
推
薦
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。

四

ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
に
よ
れ
ば
、
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
を
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
に
推
薦
し
た
こ
と
は
「
日
本
を
代
表
し
て
」

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
の
推
薦
に
お
い
て
、
総
理
大
臣
に
日
本
国
を
代
表
す
る
権
限
は
あ
る
の
か
。
あ
る

な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
法
令
は
何
か
。

五

ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
は
、
そ
の
推
薦
の
理
由
と
し
て
、
「
日
本
の
領
土
を
飛
び
越
え
る
よ
う
な
ミ
サ
イ
ル
が
発
射
さ
れ
て

い
た
が
、
い
ま
は
突
如
と
し
て
日
本
人
は
安
心
を
実
感
し
て
い
る
か
ら
だ
」
と
い
う
見
方
を
示
し
た
。
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領

の
発
言
の
理
由
で
、
安
倍
総
理
大
臣
は
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
を
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
に
推
薦
し
た
の
か
。

六

ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
推
薦
理
由
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
の
脅
威
は
解
消
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
二
カ
所
に
配
備
予
定
の
陸
上
イ
ー
ジ
ス
は
不
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
陸
上
イ
ー
ジ
ス
の
配

備
計
画
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
来
年
度
予
算
案
か
ら
陸
上
イ
ー
ジ
ス
関
連
予
算
を
削
除
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見

解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


